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Ⅰ 提出予定案件

１ その他の議案等

（１） 条 例 案

ア 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例（教職員課）

（改正の理由）
令和２年１１月６日付けの人事委員会勧告に鑑み、本県の学校職員の給与について改定を行う必要がある。

（改正の概要）
（ア）徳島県学校職員給与条例の一部改正

a 諸手当の改定

(a) 期末手当について、１２月期の支給割合を１００分の１２５に引き下げることとする。

(b) 期末手当について、６月期の支給割合を１００分の１２７．５に引き下げ、１２月期の支給割合を１００分
の１２７．５に引き上げることとする。

（施行期日）
この条例は、公布の日から施行することとする。ただし、(b)については、令和３年４月１日から施行することとする。
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